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会 議 録 

 

会議の名称 令和６年度 第５回 松伏町廃棄物減量等推進審議会 

開催日時 
令和７年３月１８日（火） 

午後３時３０分から午後４時３０分まで 

開催場所 松伏町役場 第二庁舎 ３階 ３０１会議室 

出席委員氏名 
大塚会長、中山副会長、今井委員、河田委員、 

横内委員、前田委員、鈴木委員、小島委員 

欠席委員氏名 石川委員、佐藤委員 

事務局等 

環境経済課 主幹 関根 茂 

環境経済課 主査 小沢 輝彦 

環境経済課 主任 松土 千麿 

次第 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 議題 

（１）松伏町一般廃棄物処理実施計画（案）について 

（２）その他 

４ 閉 会 

配布資料 
・ 一般廃棄物処理実施計画（案）・・・・・・・別添１ 

・ 松伏町ごみ収集カレンダー・・・・・・・・・別添２ 

傍聴人 ０名 

会議録作成者 環境経済課 生活環境担当 主査 小沢 輝彦 

 

 

協議または調整の要旨 

 

議事 発言者 発言内容・決定事項 

１ 開会 事務局 会議の開会を宣言 

２ あいさつ 大塚会長 会長のあいさつ 

３ 会議成立

の報告 

 

 

事務局 

 

 

出席委員８名、欠席委員２名であり、出席

委員が過半数を超えているため、会議が成立

しています。 

 

議事進行は会長にお願いします。 



４ 議事

（１）松伏町

一般廃棄物処

理実施計画

（案）につい

て 

大塚会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事（１）松伏町一般廃棄物処理実施計画

（案）について、事務局より説明をお願いしま

す。 

 

一般廃棄物処理実施計画（案）についてご説

明いたします。説明は着座にて失礼いたしま

す。 

参考資料の別添１をご覧ください。 

こちらは、前回の審議会で皆様にお示しした

（素案）を修正した実施計画の（案）になりま

す。 

実施計画については、前回の審議会でもご説

明いたしましたが、「廃棄物の処理及び清掃に

関する法律 第６条第１項」の規定により、「松

伏町一般廃棄物処理基本計画」に基づき、毎年

度定め、４月１日に公表しているもので、内容

としては、一般廃棄物の収集・処理方法、ごみ

処理施設や最終処分先、ごみ減量・再資源化の

取り組み内容、許可業者などの町の一般廃棄物

に係る基本的事項について記載しているもの

です。 

 

前回の（素案）からの変更点につきまして、

ご説明させていただきます。 

 

まず、１ページの「４ ごみ処理実施計画 

（２）収集運搬等の方法及び量」から７ページ

の「６ 処理施設 （４）最終処分施設 ウ 民

間最終処分場」については、令和５年度実績を

採用して計画収集量及び処理・資源化予定量を

変更いたしました。 

また、８ページの「７ 一般廃棄物の排出抑

制・再資源化施策」については、令和７年度か

らの大きな変更点である、ペットボトルの収集

回数を月２回に増加することと、３種類の指定

袋のうち、「ビン」「カン」の指定袋を見直すこ



 

 

 

 

 

 

大塚会長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今井委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

とを踏まえ、３つ目の「施策」、「ごみと資源物

の分別徹底」の「具体的な取組内容」を変更い

たしました。 

 

説明は以上です。 

 

最終処分場について、７ページの（４）東

埼玉資源環境組合第一工場ごみ処理施設の焼

却灰等の最終処分施設は掲載されている場所

に運搬しているのですか。 

 

最終処分施設は掲載されている場所に運搬

してます。 

東埼玉資源環境組合は自前の最終処分場を

吉川市に２か所有しております。 

１つは覆土されて広場として利用されており

ます。位置は吉川美南高校付近になります。 

もう１つは武蔵野線の吉川美南駅の南側にあ

りましてそちらもほぼ覆土されていまして広

場として使用されておりますので、県外搬出

を行っています。一部は、県の環境整備セン

ターに入れさせていただいております。 

 

 江戸川の端に吉川市環境センターがありま

すが、処分場ではないのですか。 

 

吉川市の鍋小路にある施設は吉川市の最終

処分場で不燃物の最終処分を行っているとこ

ろです。７ページの（４）最終処分施設は東

埼玉資源環境組合第一工場ごみ処理施設の焼

却灰等の埋め立て施設です。 

 

  



４議事 

（２）その他 

 

 

 

大塚会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事（２）その他について、事務局から説明

をお願いします。 

 

 では、資料の「ごみ収集カレンダー」をご

覧ください。 

こちらは２月末に完成いたしまして、広報

３月号と伴に全世帯に配布されたものです。

なお、「ビン」「カン」の袋の変更の周知の

為、カレンダーとは別にこちらのチラシを作

成し同時配布いたしました。 

では、前回の審議会からの変更点につきま

して、ご説明させていただきます。 

 

１ページをご覧ください。 

2025年 4月からの変更点と大切なお知らせ

の内容ですが、前回の審議会で提案がありま

した通り、「資源」の説明と「ビン」・「カン」

の袋の説明をイラスト付きで掲載し、右側の

リサイクルセンター案内図には建物の写真を

掲載し分かりやすくしました。 

また、リチウムイオン電池を捨てる時の注

意点の表現も修正いたしました。 

 

次に、２ページです。 

各、分別種類別の「透明・半透明袋」の袋

の中にイラストをつけることで、中身が見え

る袋で出すことを強調し掲載いたしました。 

 

次に、３ページです。 

カレンダーの 4月と 6月の間に、「資源」の

説明書きを掲載しました。これは、5ページ、

7ページ共通でカレンダーの間に、掲載してお

ります。 

 

次に、４ページです。 

こちらも、各、分別種類別の「透明・半透
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明袋」の袋の中にイラストをつけることで、

中身が見える袋で出すことを強調し掲載いた

しました。 

さらに、前回の審議会で「有害ごみ」「危険

ごみ」が種類ごとに異なる袋に入れてほしい

ということが伝わりにくいとのご指摘を踏ま

え、種類ごとに袋のイラストを追加しまし

た。 

最後に、ごみの出し方の動画についても、

令和７年度からの変更点を反映して作成し直

しましたので、視聴していただきたいと思い

ます。 

 

（会議室のモニターにて動画を上映） 

 

なお、これらの動画はごみ収集カレンダー

の QRコードを読み取ることで、町の公式動画

チャンネルにて視聴が可能です。 

報告は以上です 

 

ご質問等ございますか。 

 

質問ではないですが、とても良く出来てい

ます。特にイラストが良く出来ている。 

 

ゴミの動向について報告いたします。 

１点目が３月２８日に東埼玉資源環境組合

と春日部との相互支援協定の締結する予定で

す。これは、川口市の焼却施設の事故の様な

ことが発生した時やプラントの維持管理のた

め停止する際の協力体制を事前に構築するた

めです。締結の際はプレス発表され新聞等に

掲載されると思います。 

２点目はゴミの収集実績の報告を致しま

す。カン類の前年比が減っております。これ

は資源ごみの高騰から持去りが増えている。 
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事務局 

 

 

河田委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

河田委員 

 

 

町としては、歳入について影響が出ている

状態ですが、資源の売却単価が上がっている

ことから持去りがあるにもかかわらず、歳入

が当初見込み額より６００万円の歳入の増加

を補正予算に計上し可決されたところです。 

報告は以上です。 

 

以前ごみ当番をしていた時、古紙ごみの持

ち去りを目撃したが、一緒にいた消防団の方

にまともな人じゃないから追いかけない方が

いいと言われたことがある。 

 

最近、古紙は売却単価が低くその割に重く

てかさ張るので持去りは無いが、金属類の持

ち去りが多い。また、布類の持ち去りも目撃

されている。 

 

カレンダーについて、５ページの８月のと

ころに「登録団体の資源回収活動への助成金

制度有ります」と記載が有るが内容が盛り込

まれていりますか。 

 

内容は記載されておりません。空きスペー

スの有効利用です。 

 

内容を確認するためにはどうすれは良い

か。 

 

町のホームページに補助金の掲載がありま

す。また、資源回収の事業は単年度事業です

ので登録団体は５月に登録案内を広報にて掲

載しております。 

 

収集実績の枝草類は前年より増加している

が何故か。 

 



事務局 

 

 

 

令和６年度から可燃ゴミの減量化を目的に

補助金の額を１㎏当り５円から２０円にしま

した。軽トラック１台ですと約２００㎏で４

千円にまりますのでインパクトがある補助単

価だと思いますので増加しているのではない

かと思います。 

 

５ 連絡事項  事務局から連絡事項はありますか。 

 

次回の会議日程についてですが、新年度、

改めて調整して近日中に皆様にメールでご案

内いたします。 

  

以上でございます。 

 

６ 閉会 事務局 会議の閉会を宣言 

 


